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藤沢市都市マスタープランの改定について（中間報告） 

 

１ はじめに 

「藤沢市都市マスタープラン」（以下、本計画と言う。）は都市計画法に基づき

藤沢市が策定したものであり、概ね２０年後の都市の姿を展望して、都市計画の

基本的な方針を定めたものです。本計画は、平成２３年改定（平成３０年部分改

定）から１３年が経過しており、本市を取り巻く環境も大きく変化しつつありま

す。 

これらを踏まえ、これからの都市づくりの方針を示すことができるよう、令和

７年度末の改定に向け取組を進めています。 

 

２ 改定に向けた取組状況 

（１）郷土づくり推進会議等との意見交換 

令和５年度から１３地区の郷土づくり推進会議を中心として意見交換を重

ねており、毎回テーマを分けて人口、土地利用、交通、水・緑、景観・防

災・都市づくり等に関して意見交換を実施しました。 

（２）本計画の進行管理 

将来都市像の実現に向けた取組を進める上で、総合的な指標の設定・管理と、

都市づくりの基本方針を実体化する主要プロジェクトの進捗状況の確認・評価

によって進行管理を行うことを本計画に位置付けています。 

進行管理にあたっては、概ね５年を目安に「藤沢市都市計画審議会」におい

て行うこととしており、本年５月に開催した都市計画審議会において実施しま

した。 

ア 総合的な指標の進行管理 

都市づくりの基本方針に合わせて表１に示す１２指標（６方針各２指標）

を一括りとし、経年変化が追えるよう設定しています。 

表１ 都市づくりの基本方針に合わせた総合的な指標 
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総合的な指標の進行管理の概要（抜粋） 

〇 13地区別まちづくり（市街化区域内におけるＤＩＤの割合） 

 

 

 

 

 

市街化区域面積に対するＤＩＤ面積の割合により、市街化区域における市

街地が適切に形成されているかを評価しています。 

新市街地を市街化区域に編入したことで、市街化区域におけるＤＩＤの割

合が減少していますが、ＤＩＤ面積自体は変化しておらず、都市としての集

積を維持しています。 

地区別のまちづくりでは、社会情勢の影響も含め、それぞれの地域特性や

人口構造の変容も併せて複合的に考えていくことが必要と捉えています。 

〇 活力を生み出す都市づくり（夜間人口・昼間人口の比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間人口に対する昼間人口の割合を指標値としています。 

数値が１００％を下回るということは市内に入ってくる通勤・通学者よ

りも市外へ出ていく通勤・通学者が多いことになります。 

指標が微減傾向であることについては、夜間人口の伸びに対し、流入人

口（市内に入ってくる通勤・通学者）の伸びが鈍いことが考えられ、テレ

ワーク等の働き方の多様化等、様々な要因により変動していると考えられ

るため、引き続き注視する必要があると考えています。 

〇 美しさに満ちた都市づくり（緑地の確保率） 

 

 

 

 

 

公共施設整備等による緑地の増加量に対し、民有地の売買等に伴う土地

利用転換による減少量が上回っていることが微減傾向の原因の一つと考え

られます。 

令和３年には緑の質にも着目し、工業用地における豊かな樹林地や水辺

空間、休憩施設等の創出を誘導するため緑化基準の改定を行う等、持続可

能な都市づくりを目指しています。 
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イ 主要プロジェクトの進行管理 

本計画では、都市づくりの基本方針を実体化する５つの主要プロジェク

トを位置付けており、平成３０年の部分改定以降も、全てのプロジェクト

でそれぞれ事業が進行しています。 

（ア）藤沢都心部の再活性化 

・藤沢駅北口駅前広場リニューアル（令和元年度完成） 

・藤沢駅東西地下通路リニューアル（令和３年度完成） 

・藤沢駅南口３９１地区市街地再開発事業等都市計画決定（令和５年度） 

（イ）西北部地域総合整備 

 ・健康と文化の森地区（東側地区）及び新産業の森北部地区（第二地区） 

の市街化区域編入等都市計画決定や土地区画整理事業認可（令和５年度） 

（ウ）水とみどりのネットワークづくり 

・遠藤笹窪特別緑地保全地区都市計画決定（令和元年度） 

・遠藤笹窪谷公園の整備（令和４年度完成） 

・下土棚遊水地の整備（令和５年度一部完成） 

（エ）広域交通体系の整備 

・村岡新駅周辺地区地区計画等都市計画決定（令和３年度）や村岡・深

沢地区土地区画整理事業認可（令和５年度） 

・その他国県道整備の促進（横浜湘南道路）（事業中） 

・連節バス導入（辻堂駅北口～湘南ライフタウン・慶応大学間）（平成３０年度） 

（オ）公共施設等の適切な維持管理と更新 

・公共施設の複合化の推進（Ｆプレイス、辻堂市民センター等） 

・都市基盤（公園、道路、下水道）の長寿命化計画等の策定等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 辻堂市民センター 

図４ 遠藤笹窪谷公園 図１ 藤沢駅北口駅前広場 

図２ 藤沢駅東西地下通路 

図３ 西北部地域総合整備 
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３ 改定に向けた検討体制 

 本計画の改定は次に掲げる体制により検討を進めます。 

（１）藤沢市都市マスタープラン策定協議会 

本計画の改定に必要な検討や討議を行い、改定案をまとめる組織として、

市民、学識経験者、関係団体及び行政機関等で構成する策定協議会を設置し

ます。 

（２）藤沢市都市マスタープラン改定庁内調整会議 

本計画は多岐にわたる計画及び業務と関連することから、それらを踏まえ

た改定案作成のため、庁内の横断的な調整を行う組織として庁内調整会議を

設置しました。 

（３）市民等との協働・連携 

郷土づくり推進会議等との意見交換のほか、多様な主体への積極的な意見

収集や検討状況の情報発信等により、市民等との協働・連携を図りながら改

定を進めます。 

 

４ 意見収集及び情報発信 

本計画の改定にあたり、多様な主体から幅広い意見を得て検討を進め、都市

づくりの関心や理解をより深めていただく機会となることを目指し、意見収集

及び情報発信についても様々な方法を用いて実施することとし、活動団体への

ヒアリングや多様な主体の方々に参加いただく「ブレスト会議」の実施などを

予定しています。 

 

５ スケジュール案 

 本計画の改定に向けたスケジュール案は次のとおりです。 

 
図６ スケジュール案 
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